平成２０年度　社会福祉法人福島県社会福祉協議会
地域包括・在宅介護支援センター協議会　事業計画

【基本方針】

平成１８年度の介護保険制度改正により地域包括支援センターが設置されてから２年が経過し、在宅介護支援センター及び地域包括支援センターに求められる新たな役割が明確になりつつある。そのような中、介護予防事業のみならず地域の総合相談機関としての機能を果たしていくためには在宅介護支援センターと地域包括支援センターが連携して事業を展開していかなければならない。
　　本会では、在宅介護支援センター及び地域包括支援センターを取り巻く現状と課題を把握し、情報提供や研修会を通して各センター並びにセンター職員の資質向上を推進していく。
【重点目標】

（１）協議会の基盤整備を図り、組織強化に向けた取り組みの推進。
（２）会員センターに対する支援と会員相互の連携を図る取り組みの推進。
（３）地域包括支援センター職員研修の受託に伴う実施体制の検討。
（４）県・市町村・市町村社会福祉協議会との連携の強化。

（５）介護支援専門員連絡協議会・社会福祉士会・看護協会との連携の強化。
【事業実施内容】
１．会の運営に関すること

　（１）総　会　　１回

（２）役員会　　４回

　（３）監事会　　１回

２．事業の実施に関すること

（１）委員会活動

①企画広報委員会　　４回　
　　　　　広報紙「介護の輪」の発行、ホームページの企画等
②研修委員会　　３回　　　＊新規
　　　　地域包括支援センター職員研修会（県委託）の実施に伴い設置。地域包括支援センター職員研修会及び協議会の研修会の企画・運営。

（２）職員研修会の開催

　　　　　期日・会場・内容：未定

（３）広報紙「介護の輪」の発行

　　発行回数：年１回　　発行部数：５００部

（４）ホームページの企画・作成　　＊新規
会員へ適宜情報を発信するため、県社協ホームページ内に協議会のページを　開設する。

（５）活動の支援に関すること

　　　①各支部へ活動費の助成（＠3,000円×会員数　※上限50,000円）

　　　②全国地域包括・在宅介護支援センター研修会の参加費助成

（６）地域包括支援センター職員研修の開催（県委託）　　＊新規
　　　　　期日・会場：未定

　（７）地域包括支援センター職員研修の講師養成

　　　　　　全国地域包括・在宅介護支援センター協議会が実施する講師養成研修会へ会員センター職員を派遣し、計画的に講師を養成する。

３．関係団体との連携・協力
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会、東北ブロック組織及び福島県社会福祉協議会等と連携・協力を行う。

（１）全国
①全国地域包括・在宅介護支援センター協議会委員総会への出席（２回）
②全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会への参加

　　　　　（期日：１０月２０日～２１日、会場：東京都「浅草ビューホテル」）

　　③全国地域包括・在宅介護支援センター研修会への参加
（２）東北ブロック　　※平成２０年度の東北ブロック幹事は岩手県
　　①東北ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会合同会議への出席 (３回)
　　②東北ブロック地域包括・在宅介護支援センター研修会への参加

　　　　　（期日：１１月６日～７日、会場：花巻温泉「ホテル千秋閣」）
　（３）福島県
　　　①福島県高齢者福祉計画等策定懇談会（加藤会長）

②認知症予防対策推進会議（高橋副会長）

　　　③介護予防市町村支援委員会（菊地委員）
　（４）福島県社会福祉協議会
　　　①評議員（加藤会長）

　　　②介護研修事業検討委員（森岡副会長）
（５）その他
　　　①地方ねんきん特別便実施円滑化推進会議（藤江委員）
②(NPO)シルバーサービス振興会／「認知症高齢者に対する在宅支援事業」ネットワーク連絡会協議会（森岡副会長）






